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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

2021年度第１四
半期連結累計期間

2022年度第１四
半期連結累計期間

2021年度

(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

経常収益 百万円 10,424 11,968 42,224

経常利益 百万円 2,299 3,343 9,335

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 1,604 2,268 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 5,779

四半期包括利益 百万円 △1,447 △9,255 ―

包括利益 百万円 ― ― △17,823

純資産額 百万円 152,154 125,069 134,907

総資産額 百万円 2,642,658 2,703,804 2,888,850

１株当たり四半期純利益 円 41.10 58.05 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 147.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

円 － － ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 ― ― －

自己資本比率 ％ 5.72 4.61 4.66

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部合計

で除して算出しております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

　



― 3 ―

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な

変更及び新たに発生した事業等のリスクはありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

財政状態及び経営成績の状況

国内経済は、経済社会活動の正常化が進み、緩やかに持ち直しつつあります。個人消費は、行動制限が解除され

たことからサービス業を中心に持ち直しが続いていますが、原材料価格の上昇を受けた物価の上昇や再拡大が懸念

される新型コロナウイルス感染症等により先行きの不透明感が増しつつあります。

　愛媛県経済においても同様で、新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直しつつあったものの、足元で感染が

急拡大したことから、県独自の警戒レベルを特に警戒を強める「特別警戒期間」に設定するなど今後の感染拡大が

懸念されています。加えて、原材料価格の高騰もあり、県内経済も不透明感が強くなっています。

　新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動縮小の影響を受けた地域経済の再生には時間がかかると予想さ

れますが、地域金融機関として、影響を受けた個人や事業者の方々への資金繰りや経営改善の支援など、金融仲介

機能をしっかりと発揮して、地域経済の再起動に向けた取組みを行ってまいります。

愛媛県においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、インバウンド需要の減少などから、観光産業

や小売、飲食などのサービス業の業況が悪化し、交通機関の運休やサプライチェーンの機能低下などにより、ヒ

ト・モノの動きの停滞が続いており、他業種へも影響が広がっています。

　当行では、行政や政府系金融機関と連携しながら、新型コロナウイルス感染症に関連した資金繰り支援などに、

積極的に取り組んでいます。今後も、お客さまに寄り添いながら、地域経済の下支えに努めてまいります。

当行は、2021年４月より３年間の第17次中期経営計画「変革への挑戦2nd stage～地域再起動のプラットフォー

マーへ～」をスタートさせております。

　第17次中期経営計画では、お客さまに寄り添いながら、新連携による金融プラス１戦略の広域展開等により、当

行独自のプラットフォームを形成することで地域価値共創の実現を目指すこととし、「「金融プラス１戦略」の推

進」、「効率経営の実践」、「強固な経営基盤の確立」を基本方針に掲げております。

　 ①「金融プラス１戦略」の推進…新連携や事業領域拡大等の取組みにより収益を極大化する

　 ②効率経営の実践…自己資本比率改善、OHR改善等により、様々な環境変化に対する対応力を高める

　 ③強固な経営基盤の確立…コンプライアンスおよびリスク管理を徹底し、コーポレート・ガバナンス、

　 サイバーセキュリティ、マネー・ローンダリング等への対応を一層強化する

当第１四半期連結累計期間における経常収益は119億68百万円と前年同四半期比15億44百万円の増加、経常利益は

33億43百万円と前年同四半期比10億43百万円増加となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比6億

63百万円増加して22億68百万円となりました。

また、財務面において総資産は2兆7,038億円（前連結会計年度末比1,850億円減少）、純資産1,250億円（前連結

会計年度末比98億円減少）となりました。

預金等残高（譲渡性預金含む）は2兆4,611億円と前連結会計年度末から1,146億円減少しましたが、個人預金は前

連結会計年度末から207億円増加し、１兆4,741億円となりました。貸出金残高は、1兆8,551億円と前連結会計年度

末比216億円増加しました。

セグメント情報につきましては、次のとおりであります。なお、記載の金額は内部取引相殺前の金額でありま

す。

銀行業の経常収益は、資金運用収益やその他業務収益等の増加により前年同四半期比16億38百万円増加して110億

26百万円となり、セグメント利益は前年同四半期比11億23百万円増加し31億60百万円となりました。

リース業、その他につきましては前年同四半期とほぼ同様の結果となりました。

地域価値共創型広域プラットフォーム銀行として、お客さまに寄り添いながら、新連携による金融プラス１戦略

の広域展開等により、当行独自のプラットフォームを形成し、西瀬戸地域を中心とした地域経済の活性化に向け、

地域価値共創の実現を目指します。
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国内・国際業務部門別収支

(経営成績説明)

当第１四半期連結累計期間においては、積極的な貸出金の増強による貸出金利息の増加や有価証券利息配当金の

増加により、資金運用収益が増加したことにより、資金運用収支合計は前第１四半期連結累計期間比５億55百万円

増加し、82億94百万円となりました。役務取引等収益が前第１四半期連結累計期間比９百万円減少したものの、支

払保証料の減少等により、役務取引等収支合計は前第１四半期連結累計期間比11百万円増加の△79百万円となりま

した。その他業務収支合計は、前第１四半期連結累計期間比１億80百万円増加し、９億50百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 6,151 1,587 － 7,739

当第１四半期連結累計期間 6,252 2,042 － 8,294

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 6,336 1,809 49 8,095

当第１四半期連結累計期間 6,414 2,738 49 9,103

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 184 221 49 356

当第１四半期連結累計期間 162 695 49 808

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 △68 △23 － △91

当第１四半期連結累計期間 △48 △31 － △79

うち役務取引等
収益

前第１四半期連結累計期間 1,221 21 － 1,243

当第１四半期連結累計期間 1,211 22 － 1,233

うち役務取引等
費用

前第１四半期連結累計期間 1,289 45 － 1,335

当第１四半期連結累計期間 1,259 54 － 1,313

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 772 △2 － 770

当第１四半期連結累計期間 772 178 － 950

うちその他業務
収益

前第１四半期連結累計期間 803 － － 803

当第１四半期連結累計期間 782 178 － 960

うちその他業務
費用

前第１四半期連結累計期間 31 2 － 33

当第１四半期連結累計期間 10 － － 10

(注) １ 「国内業務部門」は、当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行及び子会社の外貨建取引であり

ます。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２ 「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

　



― 5 ―

国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績説明)

役務取引等収益合計は、不安定な金融市場を受けた投資信託等の販売減少により、前第１四半期連結累計期間比

９百万円減少し12億33百万円、役務取引等費用は前第１四半期連結累計期間比21百万円減少して13億13百万円とな

りました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,221 21 － 1,243

当第１四半期連結累計期間 1,211 22 － 1,233

うち預金・貸出
業務

前第１四半期連結累計期間 472 － － 472

当第１四半期連結累計期間 581 － － 581

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 256 21 － 278

当第１四半期連結累計期間 199 22 － 222

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 174 － － 174

当第１四半期連結累計期間 113 － － 113

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 234 － － 234

当第１四半期連結累計期間 204 － － 204

うち保護預り・
貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 9 － － 9

当第１四半期連結累計期間 9 － － 9

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 12 － － 12

当第１四半期連結累計期間 22 － － 22

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,289 45 － 1,335

当第１四半期連結累計期間 1,259 54 － 1,313

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 51 45 － 96

当第１四半期連結累計期間 22 54 － 76

(注) 「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 2,072,573 79,323 － 2,151,897

当第１四半期連結会計期間 2,155,791 132,791 － 2,288,583

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 1,174,815 － － 1,174,815

当第１四半期連結会計期間 1,250,597 － － 1,250,597

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 889,702 － － 889,702

当第１四半期連結会計期間 897,315 － － 897,315

うちその他
前第１四半期連結会計期間 8,055 79,323 － 87,378

当第１四半期連結会計期間 7,878 132,791 － 140,670

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 220,056 － － 220,056

当第１四半期連結会計期間 172,542 － － 172,542

総合計
前第１四半期連結会計期間 2,292,629 79,323 － 2,371,953

当第１四半期連結会計期間 2,328,333 132,791 － 2,461,125

(注) １ 「国内業務部門」とは当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行及び子会社の外貨建取引であ

ります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３ 定期性預金＝定期預金＋定期積金
　

国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

　

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,753,903 100.00 1,855,183 100.00

製造業 124,593 7.10 130,747 7.05

農業、林業 1,687 0.10 2,086 0.11

漁業 4,326 0.24 4,668 0.25

鉱業、採石業、砂利採取業 119 0.01 113 0.01

建設業 57,505 3.28 48,153 2.60

電気・ガス・熱供給・水道業 11,458 0.65 13,625 0.73

情報通信業 5,403 0.31 6,110 0.33

運輸業、郵便業 193,256 11.02 232,465 12.53

卸売業、小売業 90,710 5.17 95,055 5.12

金融業、保険業 66,058 3.77 76,656 4.13

不動産業、物品賃貸業 128,234 7.31 129,448 6.98

各種サービス業 187,724 10.70 199,472 10.75

地方公共団体 161,104 9.19 153,089 8.25

その他 721,720 41.15 763,486 41.16

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 1,753,903 ― 1,855,183 ―

(注) １ 「国内」とは、当行及び子会社で特別国際金融取引勘定分を除いたものであります。

２ 当行には海外店及び海外に子会社を有する子会社はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 39,426,777 39,426,777
東京証券取引所
（プライム市場）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当行におけ
る標準となる株式。
単元株式数は、100株

計 39,426,777 39,426,777 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2022年４月１日～
2022年６月30日

― 39,426 ― 21,367 ― 15,502

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、2022年６月30日現在の株主名簿が作成されて

いないため、記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載

を行っています。

① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

　 143,400
―

権利内容に何ら限定のない当行に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

391,660 同上
39,166,000

単元未満株式
普通株式

― 同上
117,377

発行済株式総数 39,426,777 ― ―

総株主の議決権 ― 391,660 ―

(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）、

「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式213,800株（議

決権2,138個）が含まれております。なお、当該議決権2,138個は議決権不行使となっております。

2 単元未満株式には当行所有の自己株式46株が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱愛媛銀行

愛媛県松山市勝山町２丁
目１番地

143,400 ― 143,400 0.36

計 ― 143,400 ― 143,400 0.36

（注）「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式213,800株は上

記自己株式に含まれておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自2022年４月１日 至2022

年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年６月30日）に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

現金預け金 339,772 102,918

コールローン及び買入手形 － 3,417

買入金銭債権 36,199 36,686

商品有価証券 98 96

有価証券 593,531 616,884

貸出金 ※1 1,833,546 ※1 1,855,183

外国為替 7,097 5,505

リース債権及びリース投資資産 6,898 7,107

その他資産 44,067 40,835

有形固定資産 29,208 29,194

無形固定資産 2,140 2,237

繰延税金資産 152 4,327

支払承諾見返 11,142 14,359

貸倒引当金 △15,007 △14,949

資産の部合計 2,888,850 2,703,804

負債の部

預金 2,245,967 2,288,583

譲渡性預金 329,853 172,542

コールマネー及び売渡手形 － 2,733

債券貸借取引受入担保金 1,239 1,378

借用金 128,393 63,693

外国為替 77 136

その他負債 31,275 30,299

役員賞与引当金 50 －

退職給付に係る負債 1,364 1,366

役員退職慰労引当金 11 7

株式報酬引当金 180 194

利息返還損失引当金 9 9

睡眠預金払戻損失引当金 163 163

繰延税金負債 1,009 64

再評価に係る繰延税金負債 3,204 3,201

支払承諾 11,142 14,359

負債の部合計 2,753,943 2,578,734

純資産の部

資本金 21,367 21,367

資本剰余金 15,816 15,816

利益剰余金 82,509 84,195

自己株式 △517 △517

株主資本合計 119,176 120,862

その他有価証券評価差額金 9,314 △2,216

土地再評価差額金 6,353 6,345

退職給付に係る調整累計額 △148 △142

その他の包括利益累計額合計 15,519 3,986

非支配株主持分 212 220

純資産の部合計 134,907 125,069

負債及び純資産の部合計 2,888,850 2,703,804
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

経常収益 10,424 11,968

資金運用収益 8,095 9,103

（うち貸出金利息） 5,779 6,014

（うち有価証券利息配当金） 1,906 2,671

役務取引等収益 1,243 1,233

その他業務収益 803 960

その他経常収益 ※1 281 ※1 670

経常費用 8,124 8,625

資金調達費用 356 808

（うち預金利息） 181 241

役務取引等費用 1,335 1,313

その他業務費用 33 10

営業経費 6,078 6,182

その他経常費用 ※2 320 ※2 309

経常利益 2,299 3,343

特別利益 19 －

固定資産処分益 19 －

特別損失 7 26

固定資産処分損 7 13

減損損失 － 12

税金等調整前四半期純利益 2,312 3,316

法人税、住民税及び事業税 700 1,096

法人税等調整額 △11 △48

法人税等合計 689 1,047

四半期純利益 1,623 2,269

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,604 2,268

非支配株主に帰属する四半期純利益 19 0

その他の包括利益 △3,070 △11,524

その他有価証券評価差額金 △3,073 △11,531

退職給付に係る調整額 2 6

四半期包括利益 △1,447 △9,255

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,422 △9,256

非支配株主に係る四半期包括利益 △24 1
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。

　これにより、投資信託を、投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託とに

区分し、投資信託財産について市場価格の有無、重要な解約制限の有無及び基準価額を時価とみなす取扱いの可否

等の判定を行い、時価を算定することといたしました。これによる当第1四半期連結財務諸表に与える影響はありま

せん。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りにつきましては、前連結会計年度の有価証券報告書の

重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。

（株式給付信託（BBT））

当行は、取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する株式報酬制度「株式給付信託

(BBT)」（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動

性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的としています。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第30号平成27年３月26日）に準じています。

①取引の概要

　本制度に基づき設定される信託が当行の拠出する金銭を原資として当行株式を取得します。当該信託は、当行

株式及び当行株式の時価相当の金銭を、当行の定める役員株式給付規程に従って、対象取締役に対して給付しま

す。当該給付の時期は、原則として対象取締役の退任時となります。

②信託に残存する自行の株式

　信託に残存する自行株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式と

して計上しています。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、前連結会計年度末213,800株、268百万円、当第1四半

期連結累計期間末213,800株、268百万円です。

　



― 14 ―

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権

は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し

ているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限

る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上され

るもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約に

よるものに限る。）であります。

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

破綻更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,872百万円 2,935百万円

危険債権額 26,935百万円 26,569百万円

三月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 3,563百万円 3,750百万円

合計額 33,370百万円 33,255百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

貸倒引当金戻入益 125百万円 49百万円

償却債権取立益 －百万円 6百万円

株式等売却益 47百万円 527百万円

　

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

貸出金償却 23百万円 16百万円

株式等売却損 0百万円 0百万円

株式等償却 56百万円 94百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

減価償却費 325百万円 453百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 589 15.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

（注）2021年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に係る信託財産として株式

会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

　 末日後となるもの

　

　該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 589 15.00 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

（注）2022年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に係る信託財産として株式

会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

　 末日後となるもの

　

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

銀行業 リース業 計

役務取引等収益 899 － 899 60 960 － 960

　預金・貸出業務 472 － 472 － 472 － 472

　為替業務 278 － 278 － 278 － 278

　証券関連業務 － － － － － － －

　代理業務 139 － 139 － 139 － 139

　その他 9 － 9 60 69 － 69

顧客との契約から生じる経常収益 899 － 899 60 960 － 960

上記以外の経常収益 8,368 804 9,172 291 9,464 － 9,464

外部顧客に対する経常収益 9,268 804 10,072 351 10,424 － 10,424

セグメント間の内部経常収益 119 84 204 307 512 △512 －

計 9,388 888 10,276 659 10,936 △512 10,424

セグメント利益 2,037 13 2,050 273 2,323 △24 2,299

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・

運営業務及びクレジットカード業務等を含んでおります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント

利益の調整額 24百万円は、セグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

銀行業 リース業 計

役務取引等収益 985 － 985 79 1,065 － 1,065

　預金・貸出業務 581 － 581 － 581 － 581

　為替業務 222 － 222 － 222 － 222

　証券関連業務 － － － － － － －

　代理業務 172 － 172 － 172 － 172

　その他 9 － 9 79 88 － 88

顧客との契約から生じる経常収益 985 － 985 79 1,065 － 1,065

上記以外の経常収益 9,929 785 10,715 187 10,902 － 10,902

外部顧客に対する経常収益 10,915 785 11,701 267 11,968 － 11,968

セグメント間の内部経常収益 111 76 187 256 444 △444 －

計 11,026 862 11,889 523 12,412 △444 11,968

セグメント利益又は損失（△） 3,160 △0 3,159 192 3,351 △8 3,343

(注)１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステム管理・

運営業務及びクレジットカード業務等を含んでおります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント

利益の調整額 8百万円は、セグメント間の取引消去であります。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れるものはありません。

(有価証券関係)

※１ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の

コマーシャル・ペーパーを含めて記載しております。

１ 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2022年３月31日)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 17,584 17,406 △178

その他 － － －

合計 17,584 17,406 △178

(注) 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

当第１四半期連結会計期間(2022年６月30日)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 17,747 17,567 △180

その他 － － －

合計 17,747 17,567 △180

(注) 時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
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２ その他有価証券

前連結会計年度(2022年３月31日)

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 21,507 46,789 25,281

債券 188,848 189,212 363

国債 57,513 57,498 △15

地方債 106,935 106,666 △269

短期社債 － － －

社債 24,399 25,047 648

その他 345,844 333,279 △12,564

合計 556,201 569,281 13,080

当第１四半期連結会計期間(2022年６月30日)

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 21,414 43,449 22,034

債券 188,377 188,234 △143

国債 55,565 55,501 △64

地方債 109,090 108,414 △676

短期社債 － － －

社債 23,721 24,318 596

その他 386,197 360,777 △25,419

合計 595,989 592,460 △3,528

　(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照

表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の

損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当第１四半期連結累計期間における減損処理額は93百万円であります。前連結会計年度における減損処理額は

ありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に対して時価が50％以上下落した場合、

また、時価の下落が30％以上50％未満の場合は、過去の時価の水準等を勘案し、「回復する見込みがある」と認

められない場合であります。
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(金銭の信託関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められ

るものはありません。

（収益認識関係）

　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益 円 41.10 58.05

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,604 2,268

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 1,604 2,268

普通株式の期中平均株式数 千株 39,038 39,069

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 － －

(算定上の基礎)

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 － －

　 うち支払利息（税額相当額控除後） 百万円 － －

　普通株式増加数 千株 － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変動があったものの概要

－ －

（注）１.１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、自己株式に計上した株式給

付信託（BBT)制度に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当行株式（前

第1四半期連結累計期間平均株式数246千株、当第1四半期連結累計期間平均株式数213千株）は、前第１四半

期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の期中平均株式数の算出において控除する自己株式に含めて

おります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年８月９日

株 式 会 社 愛 媛 銀 行

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 田 修

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 永 里 剛

　

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社愛

媛銀行の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（２０２２年４

月１日から２０２２年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（２０２２年４月１日から２０２２年６月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社愛媛銀行及び連結子会社の２０２２年６月３０日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら

れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー

　



報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが

求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連

結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当行（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年８月９日

【会社名】 株式会社愛媛銀行

【英訳名】 The Ehime Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 頭取 西川 義教

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市勝山町２丁目１番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行頭取 西川義教は、当行の第119期第１四半期（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）の四半期報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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